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ヤングケアラーについて
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的
に行っているこどものこと。
（こども家庭庁ＨＰより引用）
高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする
親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常
生活上の世話その他の支援を提供する者のうち18歳未満の者。
（埼玉県ケアラー支援条例より引用）
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